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半田赤レンガ建物リニューアル業務委託に係るプロポーザル実施要領 

 

1. 目的 
 
半田市（以下「市」という。）は、半田赤レンガ建物内に設置されているシアタ

ールームを、子どもから大人まで楽しめる「遊びを通じた学び」の場として刷新し、

観光・文教施設としての役割を強化することを目指す。本業務は、単なるコンテン

ツの導入にとどまらず、施設の歴史的価値と教育的意義を両立させる、質の高い体

験型の遊びを提供できるコンテンツ開発・設計・施工までを行うものである。 

実施にあたっては、高度な知識や構想力、専門的な技術力及び経験を有した事業

者の提案を求めることにより、当該業務に最適な受託候補者を決定するため、公募

型プロポーザル方式により事業者を選定する。審査の結果、最も優れた提案を行っ

た応募者は本市と契約締結に向け協議を行い、合意に至った場合、契約を締結し、

本業務を実施する。 

 

2. 業務の概要 
 

(1) 業務名 

半田赤レンガ建物リニューアル業務委託 

(2) 業務内容 

別紙「半田赤レンガ建物リニューアル業務委託仕様書」のとおり 

(3) 事業の場所 

半田市榎下町８ 半田赤レンガ建物内シアタールーム 

(4) 委託期間 

契約締結日（令和8年7月3日想定）から令和9年3月12日まで 

※施工期間は令和8年10月から令和9年2月の間で市と協議の上決定すること。 

(5) 提案限度額 

45,544,000円以内（消費税及び地方消費税を含む。） 

※この金額は、契約時の予定額を示すものではなく、事業の規模を示すためのも

のである。 

※見積書に消費税を記載する場合は、消費税率を10％とすること。 
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3. 担当部局 

〒475-8666 愛知県半田市東洋町二丁目1番地 

半田市市民経済部観光課（半田市役所3階） 

電話:0569-84-0689 

電子メールアドレス: kanko@city.handa.lg.jp 

ホームページURL:  

https://www.city.handa.lg.jp/jigyosha/nyusatsu/1003688/index.html 

 

4. プロポーザルに参加する者に必要な資格並びに業務実施上の条件 
 
プロポーザルの参加資格は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすこととする。 

（1）過去５年間（令和２年４月1日から令和７年３月31日まで）において、次に掲

げる①から④のいずれかの施設等で、常設あるいは継続的に公開されている

展示または体験型コンテンツの企画設計および制作実績を有すること。 

①博物館、美術館等の公共施設 

②レジャー・観光施設 

③商業施設 

④大規模イベント 

（2）契約締結までの間に、令和8・9年度半田市入札参加資格（物品・その他委託

等）を有する者であること。 

 (3) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しないこ

と。 

 (4) 本プロポーザルの参加表明書の提出期限から委託契約締結日までのいずれの

日においても、半田市指名審査等事務取扱要綱の規定に基づく指名停止措置期

間のないこと。 

（5）会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定に基づく更生手続開始申立

て又は民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定に基づく再生手続開

始の申立てがなされている者（ただし、更正計画の認可が決定し、又は再生

計画の認可の決定が確定した者を除く。）ではないこと。 

（6）国税（消費税及び地方消費税を含む）、都道府県税及び市町村税の滞納がな

い者であること。 

（7）半田市暴力団排除条例（平成23年条例第19号）第2条第1号及び第2号に該当し

ないこと。 

 

5. スケジュール（予定） 
 
事務の都合上により、各実施日については変更する場合がある。 
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 内容 日付（想定） 

1 募集の開始 令和8年4月1日（水） 

2 実施要領等に関する質問の受付 令和8年4月10日（金）午後5時まで 

3 質問への回答・公表 令和8年4月17日（金）まで 

4 参加表明書の提出締切 令和8年4月24日（金）午後5時まで 

5 参加資格要件審査結果を通知 令和8年5月1日（金）まで 

6 提案書類の提出締切 令和8年6月5日（金）午後5時まで 

7 
プレゼンテーション・ヒアリング審

査 
令和8年6月中旬ごろ 

8 プロポーザル審査結果を通知 令和8年6月26日（金）まで 

9 契約締結に向けた協議・契約事務 令和8年7月1日（水）まで 

10 契約締結 令和8年7月2日（木） 

 

6. プロポーザル参加表明書等の提出について 
 

本プロポーザルへの参加を希望する者は以下の提出書類を提出すること。 

(1) 提出書類 

  ア. プロポーザル参加表明書  （様式1） 

  イ. 事業者の概要       （様式2） 

  ウ. 参加資格要件に関する誓約書（様式3） 

  エ. 納税証明書（直近1年度分）（国税、県税、市町村税に関する証明） 

・法人にあっては税務署が発行する納税証明書（国税通則法施行規則 第9号書

式（その3の3））、個人にあっては税務署が発行する納税証明書（国税通則

法施行規則第9号書式（その3の2）） 

・契約営業所所在地の県税事務所等が発行する納税証明書（未納税額がないこ

との証明） 

(2) 提出書類の様式 

半田市公式ホームページからダウンロード 

(3) 提出先 

「3.担当部局」と同じ 

(4) 提出方法 

郵送または電子メールにて提出し、提出または発送後に「3.担当部局」へ電話

連絡すること。 

(5) 提出期限 

  令和8年4月24日（金）午後5時まで（郵送の場合は必着） 
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7．実施要領等に関する質問 

実施要領等に関する質問の受付及び回答については、次による。 

（1）質問先 

「3.担当部局」と同じ 

（2）質問期間 

令和8年4月10日（金）午後5時まで 

（3）質問方法 

質問書（様式4）により電子メールにて提出すること。 

（4）回答 

令和8年4月17日（金）までに半田市公式ホームページにて公開し、本回答を

もって仕様書の追加又は修正とみなすものとする。 

 

8．プロポーザルの参加決定 

プロポーザル参加資格の有無を確認後、令和8年5月1日（金）までにその結果を

「参加資格要件審査結果通知書（様式5）」により通知する。 

 

9. 提案書類の作成及び提出方法 

（1）提案書類 

ア.提案書 

提案書類はA4判とし、10枚以内でまとめること。（提案内容は以下の項目

を含め任意様式にて作成する。図表・写真・参考資料の添付も可能。） 

①事業概要 

②業務内容の詳細 

・コンセプト、コンテンツ具体案、使用機材やその優位性、リテンション

施策等 

・提案内容と半田赤レンガ建物との親和性の高さなど 

③空間配置イメージのわかるもの 

④実施体制・実績（構成団体、担当者、同様の事業実績） 

・事業を推進するための組織体制について記載すること。 

・納品後の継続的なサポート体制（コンテンツのリニューアルや改修を見

据えた体制）について記載すること。 

・地域連携（プロセス含む）および運営体制について記載すること。 

⑤スケジュール（工程表） 

⑥その他 

・シアタールーム内の空間を包括的に活用すること。 

・提案するコンテンツは複数でも可とする。 

イ．参考見積書（項目ごとの内訳及びランニングコスト等維持管理費も記載す

ること） 
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ウ．提案書の開示に係る意向申出書（様式6） 

(2) 提出先 「3.担当部局」と同じ 

(3) 提出方法 

電子メールにて提出し、提出後に「3.担当部局」へ電話連絡すること。 

※データ容量が10MBを超える場合は、別途相談すること。 

(4) 提出期限 令和8年6月5日（金）午後5時まで 

 

10．提出された提案書等の取扱い 

（１）提案書に記載された提案内容は、当該提案書の提案者の許可なく使用しな

い。 

（２）本案件に係る情報公開請求があった場合は、半田市情報公開条例（昭和６１

年半田市条例第６号）に基づき、提出書類を公開する場合がある。 

※個人情報及び事業者の正当な利益を害する恐れのある情報は非公開情報と

する。 

（３）提出された提案書等は本プロポーザルにおける契約候補者の決定以外の目的

では使用しない。 

（４）提出された提案書等は返却しない。  

（５）提案書等に含まれる著作権・特許権など日本国の法令に基づいて保護される

第三者の権利の対象となっているものを使用した結果、生じた責任は提案者

が負う。  

 

11. 評価の手続及び受託候補者の決定 
 
(1) 審査方法 

企画提案書の提出があった事業者を対象にプレゼンテーション及びヒアリング

を実施し、市が設置するプロポーザル審査委員会（以下「委員会」という。）

において審査する。委員会において最も優れている提案者を受託候補者として

決定し、契約締結に向けた手続を行う。 

 

(2) プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

 ① 予定日時:令和8年6月中旬ごろ（詳細は別途通知） 

 ② 場  所:対面での参加とする（詳細は別途通知） 

 ③ 出 席 者:本業務を担当する者を含め5名までとする。 

 ④ 実施方法: 

• プレゼンテーション及びヒアリングの順番は、本市で決定した順番及び時間に

よるものとする。 

• プレゼンテーションは15分以内とし、ヒアリングは15分以内を予定する。 

• 事前に提出した企画提案書以外の資料は使用しないこと。 
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(3) 評価基準 

委員会の各委員の持ち点は100点とし、以下の評価項目に基づき審査を行う。 

評価項

目 
評価の基準 配点 

企画提

案 

企画内容の

独創性・有

効性 

・コンセプトや企画内容に創意工夫や新規性がある

か 

・事業の目的に合致し、有効であるか 

20 

実現可能性 

・実施体制やスケジュール、技術力が適切であるか 

・同種または関連事業の実績やノウハウが活かされ

ているか 

20 

地域連携・

波及効果 

・地域の活性化、観光振興、地域イメージ向上への

波及効果が期待できるか 

・継続的な展開可能性があるか 

20 

その他 

実績 ・類似事業の経験、実績が豊富であるか 15 

見積金額の

妥当性 

・予算の根拠が明確で、内容に対し費用対効果が高

いか（ランニングコスト等維持管理費を含む） 

・適正なコストでの実施が見込まれるか 

15 

納品後のサ

ポート体制 

・コンテンツのリニューアルや改修を見据え、コミ

ュニケーションが迅速かつ密にとれる体制が整っ

ているか 

10 

 

(4) 受託候補者の決定  

ア.選考の結果、評価点の合計が最も高い者を優先交渉権者とし、随意契約の交渉

を行う。ただし、その者と合意に至らない場合は、次に評価点の合計が高い者

から順に交渉を行う。  

イ.提案者が一者であっても、本プロポーザルは成立するものとする。  

ウ.評価点の合計が同点の場合は、審査委員会の多数決により選考する。 

エ.審査委員会各委員の持ち点（100点）を合算した値（満点）の7割を最低基準点

とし、各委員の評価点を合算した値が最低基準点に満たない者は、受託候補者

として決定しない。 

 

12．評価結果に関する事項  

審査結果は参加者全員に「プロポーザル審査結果通知書（様式7）」により通知

する。また「3.担当部局」ホームページにおいて受託候補者名を公表する。  

 

13. 失格条件 
 
次に該当する提案は失格とする。 
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(1) 実施要領に示したプロポーザル参加資格を有しない者の提案 

(2) 提案書等に虚偽の記載をした者の提案 

(3) 見積金額が提案上限金額を超える提案 

(4) 評価の公平性に影響を与える行為をした者の提案 

(5) 著しく信義に反する行為等プロポーザル審査委員会が失格であると認めた提案 

(6) 実施要領に示した提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した提案 

 

14. 契約の締結 
 
(1) 本プロポーザルによって受託候補者を決定し、当該業務に係る見積書徴収の相

手方とする。 

(2) 受託候補者が契約締結までに「4. プロポーザルに参加する者に必要な資格並

びに業務実施上の条件」に記載した要件のいずれかを満たさなくなった場合、

失格となった場合及びその他事故等の特別な事由により契約が不可能となった

場合は、次点の者から順に繰り上がるものとする。  

(3) 契約条項及び業務仕様は、特定した受託候補者の提案書による提案内容につい

て提案上限金額の範囲内で協議し確定するものとする。 

 

15. その他 
 
(1) プロポーザルに係るすべての費用は、提案者の負担とする。  

(2) 提出後のプロポーザル参加表明書及び提案書等の修正又は変更若しくは追加資

料の提出は受託候補者の決定まで原則認めない。  

(3) 電子メール等の通信事故について、半田市は一切の責任を負わないものとす

る。  

(4）審査結果通知をした日から契約締結の日までの期間において、受託候補者とな

った者が「4.プロポーザルに参加する者に必要な資格並びに業務実施上の条

件」に示す要件に該当しなくなった場合は、契約を締結しないものとする。な

お、この場合、半田市は一切の損害賠償の責を負わない。 

(5) 契約の履行にあたり、妨害又は不当要求を受けた場合は、発注者に報告すると

ともに警察へ被害届を提出すること。これを怠った場合は、契約の相手方とし

ない措置を講じることがある。 

 

 

以上 


